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⑴ 子ども・子育て支援金制度の創設に伴う国民健康保険税の課税について（諮問） 

□1  子ども・子育て支援金制度 

少子化対策の抜本的強化に当たり、こども・子育て政策の給付拡充を図るため、｢子ども・子育て支

援法等の一部を改正する法律｣が成立、公布されたことに伴い、子ども・子育て支援金制度が開始され

ます。子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育

て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。 

施策の実行に必要な費用を確保するため、令和８年度から、財源の一部を医療保険者が被保険者か

ら徴収することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度が開始します」      
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□  納 金の仕組み 

都道府県は、子ども・子育て支援金制度の財源として国に拠出するために必要となる納付金総額（県

全体）を算定します。算定した納付金総額を、市町村ごとの所得水準や、県全体に占める被保険者数、

世帯数の割合に応じて按分し、各市町村の納付金額を決定します。 

市町村は、決定された納付金を都道府県に納付するため、その財源として被保険者から保険税を徴

収します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

□  県 市町村の国民健康保険税率の統  

国民健康保険制度は、平成 30年度から都道府県と市町村が一体となり、都道府県単位で運営されて

います。現状、群馬県では市町村ごとに異なる保険税率が設定されていますが、被保険者間の公平性

の確保を図るため、令和 15年度を目標に、県内のどこに住んでいても、同じ所得水準や世帯構成であ

れば同じ保険税となるよう、保険税率の統一（完全統一）に向けて県と市町村で協議を進めています。 

子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、完全統一に向けた段階的な統一（円滑な完全統一への移

行）を図るため、県と市町村で丁寧な議論を重ねた結果、子ども・子育て支援金制度の保険税率につい

て先行して県内統一を行うことになりました。 

 令和 6~8年度 令和 9~14年度 令和 15年度 

保
険
税
率
の
統
  

 

 

〇医療費水準の多寡を反映し

ない納付金算定 

 

 

 

 

 

〇完全統一に向けた移行期間 

※被保険者の負担が急増しないよ 

う、段階的に税率を変更する。 

また、各市町村で保有する基金を 

計画的に活用する。 

 

 

〇同じ所得水準・同じ世帯構

成であれば同じ保険税負担 

=被保険者間の公平性確保 
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× 

 
各市町村 

納付金 
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※一部簡略化 

【第１段階】 

納付金負担の統一 
【第２段階】 

準統一 
【最終的な到達点】 

完全統一 

  令和８年度～ 子ども･子育て支援金制度開始 

 

市町村ごとの 

負担能力等に応じて按分 

都道府県が国に拠出するための 

全体の納付金を算定 

市町村は納付金の財源として 

被保険者から保険税を徴収 
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□  子ども・子育て支援納 金分の税率  

令和８年１月に、県から子ども・子育て支援納付金分に係る統一保険税率が次のとおり示されまし

た。 

群馬県統一保険税率 

 

 

 

 
 

 

※18歳未満のこどもに係る支援納付金の均等割額10割軽減の仕組み 

本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、子どもがいる世帯の負担が増えないよう、18歳

未満の子ども(18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前の子ども（高校生年代までの子ども）)に

ついては、均等割額を 10 割軽減し、その分を 18歳以上被保険者数で按分し負担する仕組みとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】子ども・子育て支援金制度は令和８年度から 10年度にかけて段階的に導入され、各年 

度における市町村国民健康保険加入者１人当たりの負担額について、次のとおり政府の試算が示 

されています。 

子ども・子育て支援納付金に関する政府試算     ※令和4年度の実態を基に推計 

市町村国民健康保険加入者１人当たり 平均月額（見込額） 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度  

200円 
（１世帯当たり 300円） 

300円 
（１世帯当たり 450円） 

400円 
（１世帯当たり 550円） 

 

 

 

所得割額の率 
均等割額総額 

 

世 帯 別 
平等割額 均等割額 18歳以上均等割額 ※ 

0.3％ 
1,200 円 100 円 

800 円 
1,300 円 

＋ ＋ ＋ ＝ 

18歳未満被保険者 

 

 
18歳以上被保険者 

 

18歳未満均等割 

軽減額の総額 

18歳以上 

均等割額 

18歳以上 

被保険者数 

均等割額 世帯別平等割額 所得割額 
市町村国保の 

支援納付金（保険税） 

 

市町村国保の 

支援納付金（保険税） 
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（イメージ図） 
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◎県統一保険税率の算出方法
※説明のため数字等を簡略 しています

≒  

≒  

≒  

÷  過去３ 収納率  ÷

≒  

=  

÷ ÷ 円

＝ = %

➡

=  

÷ 県  の被保険者数（推計） ÷ 人

＝ =  

➡

=  

× 均等割額 人 × 円

÷  8歳以上被保険者数（推計） ÷ 人

＝ =  

➡

=  

÷ 県  の世帯数（推計） ÷ 世帯

＝ ＝  

➡

222,000

世帯別平   779

    

319,000

 ８   均   99

1   

平  賦課総 172,950,000

1,    

1     保険 均  賦課総 31,490,896

 8歳未満被保険者数（推計） 27,000 1,166

0.30%

均  賦課総 403,550,000

346,000

均   1,166

    の率 0.28

（必  保険税総 ） 標準  収納率 1,100,000,000 95.40%

収納率 踏 え   必  保険税総 1,153,000,000

   賦課総 576,500,000

県  の賦課限 額控除後基準総所得（推計） 209,000,000,000

（＝）必  保険税総 1,100,000,000

子ども子育て支援納 金

国に支払う支援納 金の総 2,340,000,000

（－）子ども子育て支援納 金国庫負 金 の公費 1,240,000,000

   の賦課  ５０ 

均  の賦課  ３５ 

平  の賦課   ５ 
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□  施行    

令和８年４月１日 

以上の条例改正は、令和８年第１回伊勢崎市議会定例会に議案提出予定です。 

 

 

【参考】令和７年度 本市の税率                         

 医療分 後期分 介護分 

所得割額の率 6.9％ 2.6％ 2.1％ 

均 等 割 額 26,000円 10,000円 11,000円 

世  帯  別 
平 等 割 額 20,500円 7,500円 6,100円 

  

■モデルケースによる試算 

 

 

年税額 

医療分 後期分 介護分  子ども・子育て 
支援納付金分 

259,200円 98,000円 77,000円  10,300円 

434,200円   

 

  

世帯構成 
世帯主（45歳）、配偶者（43歳）、子（14歳） 

世帯主：給与収入 400万円（給与所得 276万円） 
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⑵ 国民健康保険税の軽減判   の見  及び課税限度 の引 げについて  

□1  改正の   

令和８年度税制改正により地方税法施行令（以下「政令」という。）の一部が改正され、令和８年度

分以降の国民健康保険税について、低所得者に係る軽減判定所得の見直しと、基礎課税額（医療分）に

係る課税限度額の引上げ及び子ども・子育て支援納付金課税額（子ども・子育て支援納付金分）に係る

課税限度額が新設される予定です。 

これに伴い、伊勢崎市国民健康保険税条例においても同様の改正を行うものです。 

 

□  改正の 容 

（ ）低   に係 軽減判   の見     

低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置のうち、５割軽減及び２割軽減の判定における所得の基

準額について、被保険者１人につき加算する金額を次のとおり見直します。 

物価上昇の影響で軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないよう、経済動向等を踏まえ軽減判定の

基準額を見直すこととされています。 

【現 行】 【見直し後】 

軽減割合 軽減判定する際の所得の基準額  軽減判定する際の所得の基準額 

７割 43万円※  43万円※ 

５割 43万円※ + 30.5万円 ×（被保険者数） 

 

43万円※ + 31万円 ×（被保険者数） 

２割 43万円※ +  56万円 ×（被保険者数）  43万円※ + 57万円 ×（被保険者数） 

※世帯に給与・年金所得者が２人以上いる場合は、43万円に10万円×（給与・年金所得者の数－１）を加算。 

 

（ ）課税限度 の引 げ 

医療分に係る課税限度額を現行の 66 万円から 67 万円に引き上げます。また、新たに創設される子

ども・子育て支援納付金分に係る課税限度額を 3万円とします。 

課税限度額は、被用者保険とのバランスを考慮し、課税限度額の超過世帯割合が 1.5％に近づくよう

段階的に引き上げることとされており、今回の政令の一部改正では、医療分について引き上げ、後期

高齢者支援金分、介護納付金分は据え置くとされています。 

 

 

 

 

 

協議事項 
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【現 行】 【引上げ後】 

 限度額   限度額 

医 療 分 66万円  医 療 分 67万円 

後 期 高 齢 者 
支 援 金 分 

26万円 

 

後 期 高 齢 者 
支 援 金 分 

26万円 

介護納付金分 17万円  介護納付金分 17万円 

   
子ども・子育て 

支援納付金分 
3万円 ※ 新設 

 

□  施行  

令和８年４月１日 

以上の条例改正は政令の改正に合わせて行いますが、政令は３月末に改正される予定であることか

ら、令和８年３月 31日付け市長専決処分により対応する予定です。 

 

□  協議事項 

課税限度額の引上げについて 

課税限度額は、政令により定められた上限額の範囲内で市町村が判断し、条例により設定します。

今回、以下の理由から政令に合わせて課税限度額を引上げる条例改正を行いたいため、協議に諮るも

のです。 

・課税限度額は、全国的にみて所得階層別の負担ができるだけ公平になるように定められている 

ことから、特別な事情のない限り、これまで本市では政令のとおり課税限度額を設定しています。 

・令和７年度現在、県内市町村全てが、政令のとおり課税限度額を設定しています。 

 

 

参考：課税限度額引上げによる影響（医療分） 

・課税限度額超過世帯数  【引上げ前】325世帯 →【引上げ後】322世帯 

 （全加入世帯に占める割合      約1.24％ →      約1.23％）    

・保険税影響額       約320万円の増収 

   ※令和７年度当初課税に基づく試算 

 

・課税限度額超過となる収入の目安（給与所得者で単身世帯の場合） 

  【引上げ前】 給与収入 約1,128万円（給与所得 約933万円） 

  【引上げ後】   〃   約1,142万円（  〃   約947万円） 
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⑴ 令和８ 度 国民健康保険特別会計 予算 求の  について  

□1  予算 求  

令和８年度当初予算の総額（要求額）：1  億  ,9   1,     

令和７年度当初予算の総額 192億 8,416万 8,000円と比べて、９億 3,432万 7,000円（4.8%）の減 

歳入・歳出の主な項目について、要求額の概算及び令和７年度当初予算額との比較は次のとおりです。 

【歳入】 

・国民健康保険税 約 37億 8,497万円（約１億 4,157万円（3.9％）の増） 

（現年度課税分＝約 36億 1,687万円、滞納繰越分＝１億 6,810万円） 

・県支出金 約 126億 2,094万円（約９億 3,699万円（6.9％）の減） 

（普通交付金＝約 122億 7,527万円、特別交付金＝約３億 4,567万円ほか） 

・繰入金 18億 9,059万円（約１億 4,117万円（6.9％）の減） 

（一般会計からの繰入れ＝14億 3,610万円、国民健康保険基金からの繰入れ＝４億 5,449万円） 

【歳出】 

・保険給付費 約 122億 7,570万円（約９億 7,010万円（7.3％）の減） 

（療養諸費＝約104億4,217万円、高額療養費＝17億4,920万円、出産育児諸費＝7,003万円、葬祭費＝1,400万円ほか） 

・国民健康保険事業費納付金 55億 3,019万円（2,883万円（0.5％）の増） 

（医療分＝約35億6,312万円、後期高齢者支援金分＝約13億6,163万円、介護納付金分＝約４億7,985万円、

【新設】子ども・子育て支援納付金分＝約１億2,559万円） 

・保健事業費 約１億 5,341万円（約 525万円（3.3％）の減） 

（保健事業費＝約 687万円、特定健康診査等事業費＝約１億 4,654万円） 

 

令和８年度の予算要求においては、世帯数を２万 4,500 世帯、被保険者数を３万 6,400 人と見込み

ました。令和７年度当初予算額から減額となった主な要因は、被保険者数の減少見込に伴い保険給付

費が減少したことによるものです（群馬県の推計による）。 

  

30,339 29,403 28,600 28,278 27,785 27,083 26,042 25,456 24,800 24,500 

52,313 49,686 47,553 46,344 45,022 43,108 40,822 39,219 37,500 36,400 

0

20,000

40,000

60,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

世帯・人

年度

世帯数・被保険者数（年度平均）の推移

世帯数 被保険者数

報告事項 

グラフ１ 
R7･R8は推計値 
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□   入・  の予算 求状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表１】歳入（令和８年度国保特別会計） （単位：千円） 

項  目 
令和８年度 

予算見積額 
構成比 

令和７年度 

当初予算額 
構成比 比較 

対前年度 

増減率 

国民健康保険税 3,784,974 20.6% 3,643,400 18.9% 141,574 +3.9% 

使用料及び手数料 3 0.0 3 0.0 0 ±0.0 

国庫支出金 1 0.0 1 0.0 0 ±0.0 

県支出金 12,620,943 68.8 13,557,931 70.3 -936,988 ▲6.9 

財産収入 3,154 0.0 925 0.0 2,229 +241.0 

繰入金 1,890,590 10.3 2,031,755 10.5 -141,165 ▲6.9 

繰越金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 ±0.0 

諸収入 40,176 0.2 40,153 0.2 23 +0.1 

合 計 18,349,841 100.0 19,284,168 100.0 -934,327 ▲4.8 

【歳入の主な増減理由】 

●国民健康保険税（+141,574千円） 所得増加に伴う調定額の増額見込、及び子ども・子育て支援

納付金分が新設されることによるもの。その他の区分の税率は据え置き。 

●県支出金（-936,988千円） 被保険者数の減少に伴い保険給付費の減少が見込まれ、普通交付金が

減額となったため。 

●繰入金（-141,165千円） 国民健康保険事業費納付金のうち医療分の減額などに伴い、国民健康保

険基金からの繰入額が減額となったため。 

  

20.6%

68.8%

10.3%

0.3%

歳入
 

●国民健康保険税 被保険者（世帯主）が納付する

保険税。【新設】       子ども・子育て支

援納付金 の課税を追加 

●県支 金 県  交付されるお金（保険給付費の

支払いのために交付される普通交付金 市町村の

財政状況その他の事情に応じて交付される特別

交付金など） 

●繰入金 一般会計  の繰入れ（低所得世帯の保

険税減額 未就学児や産前産後期間相当 の保険

税減額  保事務の執行に要する費用などに対す

るもの） 及び 民健康保険基金  の繰入れ 

●そ 他 収入 手数料  庫支出金 財産収入 

繰越金  保税の延滞金 保険給付費の返納金な

ど 

（単位：千円） 

グラフ２ 

県支 金 12,620,943 

183億4,984万 1千円 

繰入金 

1,890,590 国民健康保険税 

3,784,974 

 

使用料及び手 料 ···· 3 

国庫支 金 ········· 1 

財産収入 ····· 3,154 

繰越金 ······ 10,000 

諸収入 ······ 40,176 

 

そ 他 収入 
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【表２】歳出（令和８年度国保特別会計） （単位：千円） 

項  目 
令和８年度 

予算要求額 
構成比 

令和７年度 

当初予算額 
構成比 比較 

対前年度 

増減率 

総務費 330,379 1.8% 320,411 1.7% 9,968 +3.1% 

保険給付費 12,275,703 66.9 13,245,804 68.7 -970,101 ▲7.3 

国民健康保険事業費納付金 5,530,190 30.1 5,501,360 28.5 28,830 +0.5 

保健事業費 153,412 0.8 158,665 0.8 -5,253 ▲3.3 

基金積立金 3,154 0.0 925 0.0 2,229 +241.0 

公債費 1 0.0 1 0.0 0 ±0.0 

諸支出金 27,002 0.2 27,002 0.1 0 ±0.0 

予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 ±0.0 

合 計 18,349,841 100.0 19,284,168 100.0 -934,327 ▲4.8 

【歳出の主な増減理由】 

●総務費（+9,968千円） 人件費の増額によるもの。 

●保険給付費（-970,101千円） 県の算定による被保険者数の減少見込によるもの。 

●国民健康保険事業費納付金（+28,830千円） 医療分が減額となるものの、後期高齢者支援金分及

び介護納付金分の増額、並びに子ども・子育て支援納付金分の新設により、全体では増額となった

ため。 

  

1.8%

66.9%

30.1%

0.8%

0.4%

歳 
 

●総務費 人件費 事務処理に係る経費など（財源

 一般会計  繰 入れる） 

●保険給付費 医療機関等を受診したときの医療

費のうち 被保険者の 己負担 を除いた費用 

高額療養費 出産育児一時金 葬祭費など 

●国民健康保険事業費納付金  保の保険給付費

 （県が市町村に交付する保険給付費等交付金の

財源となる） 後期高齢者医療  への支援  介

護保険への納付  【新設】子ども・子育て支援納

付金 を県に納付するもの 

●保健事業費 特定健診 特定保健指導や医療費適

正 事業 医療費通知などに係る費用 

●そ 他 支  基金積立金 公債費 保険税の還

付金 予備費など 

（単位：千円） 

※構成比率 端数調整をしています。 

グラフ３ 

保険給付費 12,275,703 

183億4,984万 1千円 

国民健康保険事業費納付金 

5,530,190 

基金積立金 ···· 3,154 

公債費················ 1 

諸支 金 ···· 27,002 

予備費······· 30,000 保健事業費 

153,412 
総務費330,379 

そ 他 支  



- 12 - 

□  令和８ 度予算におけ 国民健康保険事 費納 金の算 結果 

令和８年１月、市町村が県に納付する国民健康保険事業費納付金の額が示され、その額を令和８年

度当初予算に計上しています。令和８年度から、新たに子ども・子育て支援納付金分を県に納付しま

す。県による納付金の算定方法は、以下のとおりです。 

①保険給付費の実績や国の係数により、県全体の保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金、子ど

も・子育て支援納付金等を推計します。 

②公費や前期高齢者交付金、県の基金等を活用し、市町村から徴収する納付金の総額を算定します。 

③納付金総額を、各市町村の所得水準・被保険者数・世帯数の割合に応じて割り振ります。 

※①～③について、下記【参考】国民健康保険の財政の仕組み（イメージ図）を参照。 

【表３】伊勢崎市の国民健康保険事業費納付金（本算定） 

区 分 令和８年度 令和７年度 増 減 増減率 

医 療 分 3,563,117,910円 3,705,853,116円 -142,735,206円 ▲3.9% 

後期高齢者支援金分 1,361,633,059 1,346,974,984 14,658,075 +1.1 

介護納付金分 479,847,707 448,530,761 31,316,946 +7.0 

【新設】子ども・子育て支援納付金分 125,589,042 - 125,589,042 皆増 

合 計 5,530,187,718 5,501,358,861 28,828,857 +0.5 

 

【参考】国民健康保険の財政の仕組み（イ   図） 

＜県＞ 

支
出 ① 保険給付費 後期高齢者支援金 介護納付金 【新設】子ども・子育て支援金  等 

収
入 

② 市町村  の 

 保事業費納付金 
公費（ ・県） 前期高齢者交付金 

その他 
・繰越金 

・財政安定 基金等 

 

 

 

＜市町村＞ 

支
出 ③ 県への納付金 

保健事業

等 
保険給付 

収
入 保険税 

繰入金 

繰越金等 

公費（ 庫支出金・県支出金） 

その他 保険給付費等交付金（普通交付金） 

 

 

  

県は、保険給付に必要な金額を各市町村に交付す 。 

市町村は、県から 普通交付金で保険給付に係 費用を支払う。 

被保険者（世帯主）は、 

市町村に保険税を納付す 。 

市町村は、県に国保事業費納付金を納付す 。 

被保険者 

被保険者/医療機関等 

社会保険診療報酬支払基金 

県は、各市町村  所得水準、被保険者 、世帯  に応じ 、 

国保事業費納付金総額 負担を各市町村に割り振 。 
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□  国民健康保険基金の状況 

本市では国民健康保険基金を設置し、国民健康保険事業費納付金の納付などに必要な財源が不足し

たときは、基金から繰入れ、国民健康保険特別会計の財源（歳入）として活用しています。 

令和８年度当初予算では、基金からの繰入れとして４億 5,449万円を見込んでいます。基金保有残

高の推移は下記グラフ４のとおりです。なお、令和７年度末の残高は決算時点の見込額となっていま

す。 

引き続き基金保有残高の状況を注視し、国民健康保険の健全な財政運営に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

337 

1,008 

1,279 
1,156 

1,013 
885 

433 

0

500

1,000

1,500

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

百万円

年度

基金保有残高の推移（年度末現在）
グラフ4 

R7以降は見込額 
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 語解  

国民健康保険特別会計 国保事業は、保険料（税）と国庫負担金等の特定の収入を財源とし、

保険給付を主とする特定の支出に充てられるため、都道府県や市町村

の事務事業において独立した事業となる。国保事業を行うための費用

の経理を一般会計と区別して行うため、特別会計を設けることが義務

付けられている。 

 

保険   保険  保険者は、保険事業を行う者のことで、国保においては都道府県及び

市町村・特別区と、公法人である国保組合のこと。平成 30年度の法改

正により、市町村とともに都道府県が新たに保険者となり国保の運営

主体となっている。国保組合は、医師、歯科医師、土木建築業など、

同種の事業・業務に従事する者を組合員として、都道府県知事の認可

を受けて組織される。 

被保険者は、保険の利益を受ける者のことで、健康保険・各種共済組

合等の被用者保険の加入者及び後期高齢者医療制度の対象者以外の人

は、国保の被保険者となる。 

 

保険  費 交 金 

（県特別会計→市町村特別会計） 

都道府県は、保険給付等の円滑な実施を図るとともに、市町村の特別

な事情に応じた財政調整を行うため、条例に基づき、市町村に対し保

険給付費等交付金を交付するものとされている。保険給付費等交付金

は、普通交付金と特別交付金に分類される。 

 

保険給付費等交付金のうち 

普 交 金 

市町村が行った保険給付の実績に応じ、市町村の交付申請に基づき、

申請額と同額が交付される。市町村は、受け取った交付金を保険給付

費に充てることとなる。 

 

保険給付費等交付金のうち 

特別交 金 

市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、個別

の事情に着目し、次のア～エの合算額が市町村に交付される。 

ア 保険者努力支援分 

国から都道府県に交付される保険者努力支援交付金のうち、医療費

適正化などの取組に応じて市町村に交付される。 

イ 特別調整交付金分 

国から都道府県に交付される調整交付金のうち、災害などの特別の

事情に応じて市町村に交付される。 

参考 
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ウ 都道府県繰入金 

都道府県が一般会計から国保特別会計に繰り入れる都道府県繰入金

のうち、個別に市町村に交付されるもの。保健事業に要する経費や

収納率向上などの取組に応じて市町村に交付される。 

エ 特定健康診査等負担金 

国から都道府県に交付される特定健康診査等負担金と、都道府県が

一般会計から繰り入れる特定健康診査等繰入金を財源として、市町

村の特定健康診査等に要する経費の 2/3が市町村に交付される。 

 

 般会計繰入金 

（市一般会計→市特別会計） 

市町村の国保事業運営のため、地方交付税による財源措置が講じられ、

市町村の一般会計から国保特別会計への繰入れが制度化されている。 

ア 保険基盤安定繰入金 

保険料（税）の軽減相当額（＝保険税軽減分）や軽減対象となった

被保険者数等を基準として算定した額（＝保険者支援分）を、一般

会計から国保特別会計に繰り入れる。 

イ 未就学児均等割保険税繰入金 

未就学児に係る保険料（税）軽減相当額を基準として算定した額を、

一般会計から国保特別会計に繰り入れる。 

ウ 職員給付費等繰入金 

国保の事務の執行に要する費用を、一般会計から国保特別会計に繰

り入れる。 

エ 産前産後保険料（税）免除に係る繰入金 ※令和６年１月から 

出産予定の被保険者又は出産した被保険者に係る所得割額及び均等

割額の減額相当額を基準として算定した額を、一般会計から国保特

別会計に繰り入れる。 

オ 出産育児一時金等繰入金 

出産育児一時金の支給基準額の 2/3 相当額に出産件数を乗じた額

を、一般会計から国保特別会計に繰り入れる。後期高齢者医療制度

からの出産育児一時金への財政支援が全面的に導入されることに伴

い、令和８年度から出産育児一時金に係る一般会計からの繰入れは

廃止となった。 

カ 財政安定化支援事業繰入金 

保険者の責めに帰すことができない特別の事情（被保険者の応能割

保険料（税）負担能力が特に不足していること、被保険者の年齢構
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成が高齢者に偏っていること）によって、国保財政の運営が困難な

場合に、その要因を勘案して算定した額を、一般会計から国保特別

会計に繰り入れる。 

キ その他繰入金 

福祉医療制度の円滑な実施を図るため、福祉医療制度の実施に伴い

削減された国庫負担金等（福祉ペナルティ）相当額の一部について、

一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れる。 

 

福祉ペナルティ 市町村が独自に子どもの医療費助成など福祉医療費支給制度を現物給

付方式で実施している場合に、医療機関での窓口負担をなくすことで

医療費が多くかかるとして、その増分は実施自治体が負担すべきもの

とされ、国民健康保険の国庫負担金等が減額される仕組み（未就学児

までの医療費助成を除く）。 

 

療養諸費 療養給付費と療養費を合わせた給付費用。 

療養給付費は、被保険者が保険医療機関等で診察・薬剤等の支給・処

置・各種看護を受けたときにかかった医療費全体のうち、保険者が保

険医療機関等に支払う費用。 

療養費は、被保険者が療養給付費範囲外の診察（保険医療機関以外で

受診・鍼・灸・マッサージ等）を受けた場合や補装具（コルセット等）

の装着を行った場合にかかった医療費全体のうち、保険者が被保険者

（世帯主）に支払う費用。 

 

  療養費 被保険者が同一月に、同一保険医療機関で支払った一部負担金の合算

額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を保険者が被保

険者（世帯主）に支払う費用。 

 

移送費 被保険者が診療を受けるため、違う病院や診療所に移送された際にか

かった移動費。保険者が、その移送が必要なものであると認めたとき

のみ、被保険者（世帯主）に支払う。 

 

 産育 諸費 出産育児一時金（条例の定めるところにより、被保険者が出産した場

合、世帯主に支給される費用）及び国民健康保険団体連合会に委託し

た支払事務に係る手数料。 
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健康保険の解釈上、出産に関わる給付は相対的なものと考えられ、療

養給付費範囲内の診療と判断されないため、出産費用は一時的に自費

負担扱いとなり、被保険者が出産した後、その費用を保険者が支払う。 

 

葬祭費 条例の定めるところにより、被保険者が死亡した場合に葬祭を行った

者に支給される費用。 

 

傷病  金 被保険者が病気やけがで働けなくなり、給料が支払われない時や減額

された場合に、条例の定めるところにより支給されるもので、国民健

康保険法第５８条第２項に基づく任意給付となっている。 

令和２年度から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対す

る傷病手当金の支給が行われてきたが、新型コロナウイルスの感染症

法上の位置づけが令和５年５月８日に「５類感染症」に移行したこと

に伴い、同年５月７日までに感染したことが支給の要件となっている。 

 

国民健康保険事 費納 金 

（市町村特別会計→県特別会計） 

都道府県は、当該都道府県の国保特別会計で負担する保険給付費等交

付金の交付、後期高齢者支援金、介護納付金及び子ども・子育て支援

納付金（令和８年度から新設）の納付に要する費用等に充てるため、

条例に基づき市町村から国保事業費納付金を徴収する。市町村は、都

道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を都道府県に納付す

る。納付金の額は各市町村における所得水準等を考慮して、毎年度、

都道府県が決定する。 

 

   齢 支援金  

(県特別会計→社会保険診療報酬支払基金) 

後期高齢者医療制度に係る財政負担として、75歳以上の者（後期高齢

者）の医療給付費の約 4割を現役世代の医療保険から支援金という形

で拠出する。各保険者が加入者数に応じた金額を負担している。 

 

 護納 金 

(県特別会計→社会保険診療報酬支払基金) 

40 歳以上 65歳未満の国保被保険者の介護保険料は、市町村が被保険

者から医療保険料（税）と一体的に徴収し、国保事業費納付金に含む

形で県に納付する。県は介護納付金として社会保険診療報酬支払基金

に納付している。 

 

前  齢 交 金 

(社会保険診療報酬支払基金→県特別会計) 

65 歳から 74歳までの者（前期高齢者）の医療給付費について、国保

及び被用者保険における前期高齢者の加入割合に応じて負担すること
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で、保険者間の財政調整が行われている。前期高齢者の加入率が全国

水準を上回る保険者には「前期高齢者交付金」が交付され、下回る保

険者は「前期高齢者納付金」を納付する。 

 

【 保税】 

応能 ・応益  

保険税の課税総額は、応能原則（負担能力に応じた負担）と応益原則

（受益に応じた負担）から構成される。保険税の算定において、所得

割・資産割を応能割、均等割・平等割を応益割という。 

所得割…被保険者の所得に応じて算定する 

資産割…被保険者に係る固定資産税額に応じて算定する 

均等割…被保険者１人当たりに定額で算定する 

平等割…１世帯当たりに定額で算定する 

本市においては平成 30年度から、資産割を除く所得割・均等割・平等

割の 3方式により保険税額を算定している。応能割と応益割の配分に

ついては、群馬県の方針の下、応益割合 45～55％を目指すこととされ

ている。 

 

【 保税】 

課税限度  

国民健康保険税は、所得が多ければその負担能力に応じて税額も高く

なる仕組みとなっている。ただし、際限なく課税されるものではなく、

被保険者の納付意欲に与える影響や制度・事業の円滑な運営を確保す

る観点から、課税の上限額が決められている。 

 

【 保税】 

軽減判  

低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、［世帯主と国民健康保

険被保険者等の総所得］が［所定の基準額］以下の場合に、均等割額

及び平等割額の７割、５割又は２割を軽減している。軽減判定の基準

となる金額については、例年、消費者物価など経済動向を踏まえて見

直すこととなっている。 

 

国民健康保険団体連 会 国保の保険者が共同して国保事業の円滑な推進に寄与するために国民

健康保険法に基づき設立する公法人。各都道府県単位に設立されてい

る。国保連合会が行う主な事業は、保険者の事務の共同処理、診療報

酬の審査及び支払、特定健康診査・特定保健指導に関する事業など。 
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○伊勢崎市国民健康保険運営協議会規  

平成17年１月１日規則第70号 

改正 

平成22年11月12日規則第60号 

平成26年３月31日規則第51号 

伊勢崎市国民健康保険運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊勢崎市国民健康保険条例（平成17年伊勢崎市条例第113号。以下「条例」とい

う。）第３条の規定に基づき、条例第２条に規定する国民健康保険運営協議会（以下「協議会」とい

う。）に関し、法令及び条例の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問等に応じて審議す

るほか、必要あるときは市長に対し建議することができるものとする。 

（委員の委嘱） 

第３条 委員は、市長が委嘱する。 

（会議の招集） 

第４条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長は、市長の諮問があったとき又は委員の３分の１以上の者から審議すべき事項を示して招集

を請求したときは、速やかに協議会を招集しなければならない。 

（定数） 

第５条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（議長） 

第 条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し協議会の事務を総理する。 

（議事の表決） 

第 条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（報告） 

第 条 協議会は、会議事項に関し必要な事項を、その都度市長に報告するものとする。 

（書記） 

第９条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。 

２ 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都

度会長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 平成23年１月24日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成24年３月31日までとする。 

附 則（平成22年11月12日規則第60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第51号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。  
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伊勢崎市国民健康保険運営協議会委員名簿（敬称略） 

 

任期：令和６年４月１日から令和９年３月 31日まで 

区 分 氏 名 所 属 団 体 等 備考 

被保険者代表 

（６人） 

監
けん

物
もつ

 武
む

直
な

規
き

 伊勢崎市区長会  

茂
もて

木
ぎ

 公
こう

子
こ

 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会  

大
おお

前
まえ

 千
ち

鶴
づ

子
こ

 伊勢崎商工会議所  

酒
さか

本
もと

 惠
けい

子
こ

 群馬伊勢崎商工会  

荻
おぎ

原
わら

 恵
けい

子
こ

 ＪＡ佐波伊勢崎 R7.5.29～ 

重
しげ

田
た

 博
ひろ

之
ゆき

 伊勢崎市農業委員会  

医師・歯科医師・ 

薬剤師代表 

（６人） 

大
おお

澤
さわ

 誠
まこと

 伊勢崎佐波医師会  

山
やま

田
だ

 俊
とし

彦
ひこ

 伊勢崎佐波医師会  

塩
しお

島
じま

 正
まさ

之
ゆき

 伊勢崎佐波医師会  

岡
おか

部
べ

 敏
とし

行
ゆき

 伊勢崎歯科医師会  

鈴
すず

木
き

 君
きみ

弘
ひろ

 伊勢崎歯科医師会  

松
まつ

本
もと

 修
おさむ

 伊勢崎市薬剤師会  

公益代表 

（６人） 

町田
まちだ

 浩也
ひろや

 伊勢崎市社会福祉協議会 会長 
R7.7.10~ 

久
く

保
ぼ

田
た

 秀
ひで

夫
お

 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会 R7.12.17～ 

西
にし

村
むら

 令
れい

子
こ

 伊勢崎市食生活改善推進協議会 R7.5.29～ 

塩
しお

生
にゅう

 恵
え

美
み

子
こ

 伊勢崎市健康推進員協議会  

山
やま

下
した

 喜
き

代
よ

美
み

 東京福祉大学  

小
こ

暮
ぐれ

 清
きよ

人
と

 弁護士  

被用者保険等 

保険者代表 

（２人） 

山
やま

﨑
ざき

 博
ひろ

幸
ゆき

 群馬県市町村職員共済組合  

馬
ま

見
み

塚
づか

 晃
あきら

 サンデン健康保険組合  

令和７年 12月 17日現在 
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伊勢崎市国民健康保険運営協議会事務局名簿 

 

 

職 名 氏 名 担 当 事 務 

健康推進部長 石
いし

橋
ばし

 勇
ゆう

一
いち

郎
ろう

 
国民健康保険・国民年金・市民の健康・スポ

ーツに関すること。 

健康推進部副部長 中
なか

野
の

 厚
あつし

 
国民健康保険・国民年金・市民の健康・スポ

ーツに関すること。 

国民健康保険課長 齋
さい

藤
とう

 弘
ひろ

光
みつ

 国民健康保険全般に関すること。 

課長補佐 兼 国保係長 澁
しぶ

澤
さわ

 裕
ゆう

一
いち

 
運営協議会・国民健康保険の資格管理・予算

その他財務に関すること。 

国保係長 内
うち

田
だ

 夕
ゆ

紀
き

子
こ

 
運営協議会・国民健康保険の資格管理・予算

その他財務に関すること。 

課長補佐 兼 賦課係長 徳
とく

永
なが

 直
なお

季
き

 国民健康保険税の賦課に関すること。 

課長補佐 兼 給付係長 関
せき

根
ね

 有
ゆ

希
き

子
こ

 医療給付・保健事業に関すること。 

課長補佐 兼 給付係長 徳
とく

永
なが

 直
なお

季
き

 医療給付・保健事業に関すること。 

健康指導係長 

（保健センター兼務） 大
おお

川
かわ

 玲
れい

子
こ

 特定健診・特定保健指導に関すること。 

健康指導係長 

（保健センター兼務） 中
なか

島
じま

 宏
ひろ

典
のり

 特定健診・特定保健指導に関すること。 

連絡先：伊勢崎市健康推進部国民健康保険課 電話 0270-27-2735 

令和８年１月１日現在 

 


